
 

 

 宿泊税制度の開始に向けた宿泊事業者への説明会の開催状況について 

                       

１ 要旨 

宿泊事業者（宿泊税特別徴収義務者）への宿泊税に係る制度等説明会（令和７年６月

19日（木）～令和７年７月 11日（金）で実施）の開催状況について報告する。 

 

２ 開催状況 

○ 宿泊料金の具体的な考え方や、宿泊税の徴収のタイミング、課税免除になる場合の提

出書類、今後の宿泊者向けの広報についてなどの質問があった。また、業務負担の声も

寄せられたため、負担軽減措置としての申告納入期限の特例などを説明した。 

 

３ その他 

説明会欠席者に向けた説明動画及び説明会で出た主な質疑（Ｑ＆Ａ方式）を７月中に県

ホームページ上に掲載する予定。                                                                                                   
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